
平成27年度公立学校教職員の人事行政状況調査について（概要）【訂正版】
平成28年12月22日（木）

１．調査目的
教職員の人事管理に資するため、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における

教職員の人事行政の状況について、調査を実施しているもの。

２．調査対象及び調査対象期間
４７都道府県及び２０指定都市の計６７教育委員会を対象。平成27年度の状況を中心に調査。

３．調査項目
(1) 精神疾患による病気休職者等数
(2) 教育職員の懲戒処分等（交通違反・交通事故、体罰、わいせつ行為等）
(3) 指導が不適切な教員の認定及び措置等、条件附採用
(4) 人事評価
(5) 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭の登用状況
(6) 教員出身でない者の校長等の任用状況
(7) 教職員の再任用状況
(8) 教育職員の育児休業及び介護休暇の取得状況

４．平成27年度の主な特徴

・精神疾患による病気休職者数は、5,009人（0.54％）で、昨年度（5,045人（0.55％））から微減。 （別紙１）
・わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は、224人（0.02％）で、昨年度（205人（0.02％））から増加。 （別紙２）
・体罰により懲戒処分等を受けた者は、721人（0.08％）で、昨年度（952人（0.10％））から減少。 （別紙２）
・女性の管理職（校長、副校長及び教頭）は、11,233人（16.0％）で、昨年度（15.7％）から増加し過去最高。 （別紙３）
・今回、新たに育児休業等の取得割合を調査した結果、育児休業の取得割合は男性1.8%、女性96.5%。 （別紙４）
・今回、新たに介護休暇の取得者数を調査した結果、介護休暇の取得者数は全体で1,396人。 （別紙４）
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教育職員の精神疾患による病気休職者数（平成27年度）

※教育職員の精神疾患による病気休職者数の推移（平成17年度～平成27年度）

○教育職員（※）の精神疾患による病気休職者数は、5,009人（全教育職員数の0.54％）であり、平成19年度以降、
５，０００人前後で推移し、ここ２年は連続して微減。

（※）公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 （総計920,492人（平成27年5月1日現在））

別紙１



○懲戒処分又は訓告等（以下「懲戒処分等」という。）を受けた教育職員は、6,320人（0.69％）で、 平成26年度
（9,677人（1.05％））から3,357名減少。

・わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は、224人（0.02％）で、平成26年度(205人）から増加し、
過去最多。

・体罰により懲戒処分等を受けた者は、721人（0.08％ 懲戒処分174人、訓告等547人）で、平成26年度
952人（0.10%  懲戒処分234人、訓告等718人）から減少。

※(  )内は教育職員数に対する割合

別紙２

教育職員の懲戒処分等の状況（平成27年度）

区分 年度
懲戒処分

訓告等 総計
免職 停職 減給 戒告 合計

交通違反・
交通事故

２７ ４２ ３８ ５７ １１８ ２５５ ２，７７３ ３，０２８

２６ ３４ ３２ ７２ １３５ ２７３ ２，６４２ ２，９１５

体罰
２７ ０ １２ ８０ ８２ １７４ ５４７ ７２１

２６ ０ １３ １１７ １０４ ２３４ ７１８ ９５２

わいせつ行為
２７ １１８ ６３ １０ ４ １９５ ２９ ２２４

２６ １１５ ５７ １０ １ １８３ ２２ ２０５

個人情報の不
適切な取扱い

２７ ０ ２ １０ ２４ ３６ ２７３ ３０９

２６ ０ １ ７ ２３ ３１ ８０６ ８３７

その他
２７ ３７ ６２ ８３ １０１ ２８３ １，７５５ ２，０３８

２６ ３３ ８１ ６５ ５２ ２３１ ４，５３７ ４，７６８

合計
２７ １９７ １７７ ２４０ ３２９ ９４３ ５，３７７ ６，３２０

２６ １８２ １８４ ２７１ ３１５ ９５２ ８，７２５ ９，６７７

（単位：人）



女性管理職（校長、副校長及び教頭）の割合 （平成28年4月1日現在）

職種別の女性管理職の人数と割合（平成20年度～平成28年度）

○女性の管理職（校長、副校長及び教頭）は11,233人で、平成27年4月1日現在から150人増加。

○女性管理職の割合は16.0％で、過去最高を更新（これまでの最高は平成27年４月１日現在の15.7％）。

別紙３
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平成２７年度に新たに育児休業等を取得可能となった職員の取得状況

○育児休業等
・今回、初めて育児休業等を取得可能になった教育職員の取得割合を調査。

① 育児休業の取得割合は、男性が１．８％、女性が９６．５％。
② 育児短時間勤務の取得割合は、男性は０．０４％、女性は１．３％。

・地方公務員（平成26年度）と比較すると、育児休業と育児短時間勤務の取得率が高い状況が見られる。
○介護休暇

・今回、新たな項目として教育職員の介護休暇取得状況を調査。
・介護休暇取得状況は、男性が２６７人、女性１，１２９人、合計１，３９６人。

別紙４

教育職員の育児休業等及び介護休暇の取得状況（平成27年度）

区分
教育職員 （参考）地方公務員の状況（26年度）

男性職員 女性職員 合計 男性職員 女性職員 合計

新たに取得可能となった者 １３，５１９ １７，６４０ ３１，１５９ ５５，４１８ ３８，６８４ ９４，１０２

育児休業
２４８

（1.8％）
１７，０３０
（96.5％）

１７，２７８
（55.5％）

８５６
（1.5％）

３６，０３９
（93.2％）

３６，８９５
（39.2％）

育児短時間勤務
５

（0.04％）
２３２

（1.3％）
２３７

（0.8％）
２３

（0.04％）
５０７

（1.3％）
５３０

（0.6％）

部分休業
２６

（0.2％）
２７７

（1.6％）
３０３

（1.0％）
８１

（0.1％）
１，６６５

（4.3％）
１，７４６
（1.9％）

（単位：人）

※（ ）は、新たに取得可能となった者に対する取得者の割合を示す。
※育児短時間勤務は、任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、①１日当たり３時間５５分勤務、 ②１日当たり

４時間５５分勤務、③週３日勤務、④週２日と１日のみ３時間５５分勤務、⑤その他条例で定める勤務形態 を選択して勤務することができる制度。
※部分休業は、任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日当たり２時間まで勤務しないことができる制度。


